
 

 

 

4.2. 循環型社会 
 

 

（1）現状と課題 

①ごみの排出量  

〇一般廃棄物処理量については、家庭系・事業系ともに概ね横ばいで推移していま

す。（平成 30年度は、台風 21号と胆振東部地震による災害廃棄物等の影響に

より増加） 

〇1人 1日あたりごみ排出量は、概ね 950ｇ／人日前後（平成 30年度は台風 21

号と胆振東部地震による災害廃棄物等の影響により増加）で推移しております

が、北広島市一般廃棄物処理基本計画の排出量目標（866ｇ／人日）より高い数

値となっています。 

〇令和 6年度より、ごみの広域処理（焼却処理）の運用が開始する予定です。 

 

〇一般廃棄物処理量や 1人 1日あたりごみ排出量は北広島市廃棄

物処理基本計画の計画値より多いことから、更なるごみの減量

化に向け、対策を講じていくことが求められます。 

 

 

  
     ※一般廃棄物処理量には、資源ごみは含まれていません。 

 
図4-6：一般廃棄物処理量（左）と1人1日あたりごみ排出量（右）の推移 

出典：【一般廃棄物処理量】北広島のかんきょう（北広島市）     

【1人 1日あたりごみ排出量】一般廃棄物処理実態調査（環境省） 
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②リサイクル  

〇自治会や子ども会などに奨励金を交付し、集団資源回収を進めていますが、近年

はインターネット等の普及により、新聞・雑誌類の資源自体が減少傾向にありま

す。 

〇リサイクル率は、平成 28年度以降増加傾向にあり、平成 30 年度で 24.4％と

全国、北海道の値より高い状況となっています。 

〇一般廃棄物は北広島市クリーンセンターに搬入した後、資源ごみは資源リサイク

ルセンターで、選別して委託処理、資源ごみ以外のごみは、破砕処理を行い、最

終処分場に埋立処分しています。 

〇生ごみは、分別収集し、北広島下水処理センターで下水汚泥・し尿・浄化槽汚泥

と混合処理をしており、発生した消化ガスは全量を重油の代替燃料として、乾燥

汚泥は市内の農家などに肥料として還元しています。 

 

〇リサイクル率は北海道、全国と比べ高い状況にあるものの、資

源の有効活用のため、更なる資源化が必要となります。 

 

 

  
※紙類、びん・缶、くず鉄、布等の合計 
 

図4-7：集団資源回収量（左）とリサイクル率（右）の推移 

出典：【集団資源回収量】北広島のかんきょう（北広島市）     

【リサイクル率】一般廃棄物処理実態調査（環境省）      
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③ごみの適正処理  

〇令和 6年度からごみの焼却処理が始まりますが、焼却処理しないごみは引き続き

最終処分場で処理します。 

〇粗大ごみや廃家電などを不法に投棄することは、法律に基づき禁止されています

が、不法投棄は後を絶たない状況です。対策としてパトロール員が監視や対応を

行っており、平成 30年度は 86.98tを回収しました。 

 

〇最終処分場の延命が必要です。 

〇不法投棄は後を絶たない状況であることから、今後も監視を続

けるとともに、対策を講じることが求められます。 

 

 
図4-8：不法投棄量の推移 

出典：令和元年度清掃事業概要（北広島市） 

④ストックの維持管理  

〇北広島市の公共施設は、人口が急増した昭和 40年代・50年代に整備されたも

のが多い状況で、インフラ施設も含め、近い将来、その更新時期が一斉に訪れる

ことが予測されています。 

〇持続可能な公共サービスや新たに求められている行政サービスを提供し続けるた

め、北広島市公共施設等総合管理計画を策定し、施策を進めています。 

 

〇持続可能な社会を構築していくためにも、公共施設やインフラ

施設等のストックに対して、長寿命化、防災機能の向上、省エ

ネルギー化を推進する等、ストックの価値向上を図ることが重

要となります。 

  

85.53
80.23

66.38
77.53

86.98

0

20

40

60

80

100

H26 H27 H28 H29 H30

(t)

(年度)

現 状 

課 題 
環境施策 

② 

現 状 

課 題 

環境施策 

③ 



 

 

（2）基本方針 

「減量化・資源化に取り組む、ごみの少ないまち」を実現するため、市民、事業者、市が連携し、

ごみの減量化、資源化、適正処理を進めていきます。 

 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①3R の推進（リデュース・リユース・リサイクル）  

1）ごみの減量化  

●市民に対する生ごみの分別収集の周知徹底や、事業者に対する分別への協力を強化

し、北広島下水処理センターでのバイオガス化処理量の増加を推進します。 

●家庭から排出される生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ堆肥化容器（コンポス

ト）と電動生ごみ処理機の購入費の助成を実施します。 

●パンフレットや資料などによる、ごみ減量化や分別方法等について周知します。 

●使い捨て商品の抑制や包装の適正化など、ごみ発生の少ない商品・サービスの選択や

回収して再利用するリターナブルびん使用など、「ごみを出さない」生活のあり方に

ついて啓発します。 

●マイバッグやマイボトルの持参などプラスチックごみの削減について啓発します。 

●事業者に対するごみの減量に関して啓発します。 

●「一般廃棄物処理基本計画」に基づくごみ減量化の取組の検証・評価を行い、新たな

目標と具体的方策を設定します。 

 

2）リユース、リサイクル（再利用・再資源化）の推進  

●公共施設での再利用品の使用を進め、市民・事業者にも啓発します。 

●市役所内において、使用済みの紙類やトナーカートリッジ等のリサイクルに努めま

す。 

●びん・缶・ペットボトル等の分別回収・資源化を促進します。 

●廃食用油、古着・古布、小型家電、ミックスペーパーを回収し、リユース・リサイク

ルを推進します。 

●町内会や学校などで行われている集団資源回収の取組を促進します。 

●資源の有効利用とごみの減量化を進めるため、粗大ごみの中から、まだ使える家具等

を修理し、リユースする事業を推進します。 

●事業者に対するリサイクルに関して啓発します。 

●フリーマーケット開催などの、リユース品の利用促進について周知します。 

●バイオガス化処理施設（生ごみ）の活用による生ごみの再資源化の取組を推進しま

す。 

●農業などで発生するごみを利用してたい肥化し、クリーン農業を促進します。 



 

 

 

海洋を汚染するプラスチックごみの問題 

北広島市は海に面していませんが、まちや川原などで不用意に捨てられたごみは、雨や風で流され、川等を流

れて海に運ばれてしまいます。一度放出されたプラスチックごみは容易に自然分解されず、多くが何百年もの間、

残り続けるといわれています。海に流れ出たプラスチックごみは、波や紫外線の影響を受けもろくなり、小さく

なり、5mm 以下となったプラスチックはマイクロプラスチックと呼ばれています。回収が難しく、生態系に影

響を与えることが心配されており、海洋プラスチックごみの問題は、海がないからと言って無関係ではなく、一

人ひとりの取り組みが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）マイクロプラスチックを含む海洋を汚染するプラスチックごみ対策の推進 

●市民、事業者に対し、海洋を汚染するプラスチックごみ問題について、啓発します。 

●市の指定ごみ袋は、海洋に流出しても影響や負担が少ない素材の使用を検討します。 

●マイバッグやマイボトルの持参などプラスチックごみの削減について啓発します。

（再掲） 

●化石由来の原料の使用量を減らすため、家庭から収集したペットボトルについて、ペ

ットボトルのケミカルリサイクル「ボトル toボトル」の実施を検討します。 

 

4）食品ロスの削減  

●市民、事業者等に対し、食品ロス問題について、啓発します。 

●小学生を対象にした、食品ロス問題に関する講座を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

②ごみの適正処理  

1）廃棄物処理施設の整備  

●最終処分場の延命化と新たな処分場の確保に努めます。 

●「一般廃棄物処理基本計画」に基づくごみ減量化の取組の検証・評価を行い、新たな

目標と具体的方策を設定します。（再掲） 

 

 

2）環境美化と適正処理の推進  

●不法投棄監視パトロールを実施します。 

●ごみの散乱防止など、ごみステーション管理の適正化についての啓発と指導を実施し

ます。 

●有害物質発生のおそれがある、野外焼却（野焼き）や小規模焼却炉によるごみの焼却

をしないよう啓発します。 

 

 

③ストックの維持管理・有効活用  

●北広島市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に推進します。 

●一般住宅の ZEH化に向けた支援を検討します。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

今後の事業系ごみ排出量について 

事業系ごみ排出量は、2023 年の北海道

ボールパーク F ビレッジ等の開業により、

増加が見込まれていますが、増加量を抑え

るため、北広島市一般廃棄物処理基本計画

に基づき、様々な施策を実施します 

（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

1人 1日当たり家庭系ごみ排出量 589ｇ／人・日 547ｇ／人・日 

事業系ごみ排出量 5,241ｔ 5,615ｔ 

不法投棄量 86.98ｔ 減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民  

●生ごみの分別に努めます。 

●ごみの減量化に努めます。 

●マイバッグやマイボトルの持参などプラスチックごみの削減に努めます。 

●家庭系ごみの不法投棄はしません。 

●廃食用油、古着・古布、小型家電、ミックスペーパーの適正排出に努めます。 

●食品ロス削減に努めます。 

●ごみステーションの衛生的な使用に努めます。 

●宴会等の際には、「3010運動」の推進などによる、食品ロス削減に努めます。 

 

 

②事業者  

●事業所から発生する生ごみの分別に努めます。 

●ごみの減量化に努めます。 

●簡易包装に努めます。 

●事業系ごみの不法投棄はしません。 

●農業などで発生するごみのたい肥化に努めます。 

●飲食業においては、「3010運動」の推進などにより、食品ロス削減に努めます。 

●事業活動による食品ロスの発生抑制に努めます。 
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